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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の背景 

（１）少子化の進行 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

わが国では、第 2次ベビーブーム＊以降、出生数の減少や出生率の低下が続いており、

平成１７年には合計特殊出生率＊が過去最低の 1.26 にまで低下しました。その後、合計

特殊出生率は微増傾向にあり、平成 25 年には 1.43 まで回復しています。しかし、出生

数は現在も減少し続け、国立社会保障・人口問題研究所＊においては、現在の傾向が続け

ば遅くとも 2054 年（平成 66 年）には日本の総人口が１億人を割り、１年間に生まれる

子どもの数が現在の半分以下の 50 万人を割るものと推計しています。本市においても、

平成 21 年から 10 年間に未就学児童は約 13％減少すると見込まれています。 

少子化及び人口減少が社会に与える影響には、労働力不足、地域社会の活力の低下、同

時に進行している高齢化とあいまって社会保障の負担増など深刻な問題が挙げられます。 

【 日本の総人口の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 本市の児童数の推移（0～5 歳） 】 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年 4月１日現在、平成 27年以降は推計 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」 
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（２）これまでの国の動向■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

平成元年の合計特殊出生率がそれまでの最低であった数値を下回る 1.57を記録した

こと（1.57ショック＊）を契機に、国は出生率の低下と子どもの数が減少傾向にあるこ

とを問題として認識し、子どもを産み育てやすい環境づくりへの施策の検討を始めまし

た。平成６年 12 月に「エンゼルプラン」、「緊急保育対策等５か年事業」が策定され、

保育の量的拡大や多様な保育の充実、地域子育て支援センターの整備などが進められま

した。その後、平成 11年 12 月に、「少子化対策推進基本方針」が示され、これまでの

保育関係のほか、雇用、母子保健、相談、教育等の事業も加えた幅広い内容の「新エン

ゼルプラン」が策定されました。 

さらに、次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援する観点から、地方公

共団体及び企業における 10 年間の集中的・計画的な取り組みを規定した、「次世代育成

支援対策推進法＊」（以下「次世代法」）が平成 15 年 7 月に制定され、地方公共団体に

おける子育て支援の一体的な計画や、事業主が従業員にとって子育てしながら働きやす

い職場環境を整備するための行動計画を策定することを通じて、次世代育成支援対策の

推進を図ってきました。 
 

（３）子ども・子育て関連３法の成立と次世代育成支援対策推進法の延長  

以上のように、国では様々な施策を進めてきましたが、現在も子どもや子育てをめぐ

る環境は厳しく、核家族＊化や地域のつながりの希薄化などにより子育てに不安や孤立

感を感じる家庭は少なくありません。また、都市部での待機児童＊問題など、仕事と子

育ての両立を支援する環境のさらなる整備が求められています。さらに、幼児期の教育

や保育は子どもの人間形成において重要であるにもかかわらず、保護者の就労形態によ

って教育・保育の環境が左右されるという現状があります。 

このような課題・現状に対応するために、子どもや子育て家庭を支援する新しい仕組

みを構築することが求められていることから、平成 24 年８月に「子ども・子育て支援

法＊」「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律」「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律」の子ども・子育て関連３法が成立しました。 

子ども・子育て関連３法に基づく、新たな子育て支援の仕組み「子ども・子育て支援

新制度」では、①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、②保育の量的拡大・

確保、教育・保育の質的改善、③地域の子ども・子育て支援の充実、を目指しています。 

また、平成 25 年６月に内閣総理大臣を会長とし、全閣僚を構成員とする少子化対策

会議において「少子化危機突破のための緊急対策」が決定され、結婚・妊娠・出産・育

児の切れ目ない支援の総合的な政策の充実・強化を目指すこととされました。さらに、

平成 26 年度に期限切れを迎える次世代法については、10 年間延長し、次世代育成支

援対策のさらなる推進・強化が図られることとなりました。 
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国の少子化対策の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正次世代育成支援対策推進法により延長 
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2003 （平成 15 年） 7 月 
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2010 （平成 22 年） 6 月 
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2012 （平成 24 年） 3 月 
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2013 （平成 25 年） 4 月 

2013 （平成 25 年） 6 月 

2014 （平成 26 年） 4月 

2015 （平成 27 年） 3月 

 

エンゼルプラン 

＜1.57ショック＞ ＝ 少子化の傾向が注目を集める 

緊急保育対策等 5 か年事業 

少子化対策推進基本方針 

少子化社会対策基本法 

少子化社会対策大綱 

子ども・子育て応援プラン 

新しい少子化対策について 

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 

「新待機児童ゼロ作戦」について 

社会保障国民会議最終報告 

持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」 

社会保障審議会少子化対策特別部会 第１次報告 

子ども・子育てビジョン 

待機児童解消「先取り」プロジェクト 

+ 

次世代育成支援対策推進法 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス＊）憲章 
仕事と生活の調和推進のための行動指針 

子ども・子育て新システム検討会議 

子ども・子育て新システムの基本制度案要綱 

子ども・子育て新システムの基本制度について 

子ども・子育て関連３法の成立・公布 

待機児童解消加速化プラン 

少子化危機突破のための緊急対策 
緊急対策 

地方公共団体、企業等における行動
計画の策定・実施 

新エンゼルプラン 

都道府県、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定 
市長新 
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２ 計画策定の位置づけ及び計画の期間 

（１）計画策定にあたって ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■  

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援については、「子どもの最善の利益」

の実現を基本的考え方とし、全ての子どもが発達段階に応じた質の高い教育・保育や地

域における子ども・子育て支援事業の提供体制の確保を必須記載事項とする子ども・子

育て支援事業計画の策定を市町村に義務付けています。 

また、本市では、次世代法に基づく行動計画として、次世代育成支援行動計画＊「子

育て応援プラン」を策定し、児童福祉、母子保健、商工労働、教育、住環境の幅広い分

野における総合的な子育て支援のための政策を前期（平成１７年度～２１年度）・後期（平

成２２年度～２６年度）にわたって推進してきました。次世代育成支援対策の中核であ

る幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援事業は、時限立法である次世代法か

ら恒久法である子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画へと

引き継がれましたが、延長された次世代法では、市町村における次世代育成支援行動計

画の策定は任意となりました。 

しかし、本市においても少子化が加速する中で、これまでの次世代育成支援行動計画

「子育て応援プラン」後期計画（以下、子育て応援プラン）の評価を行ったうえで、今

後も次世代法に基づく総合的な子育て支援として、仕事と家庭の両立支援推進の一層の

強化及び結婚・妊娠・出産支援により、次世代育成支援対策に引き続き取り組む必要が

あります。 

以上のような趣旨を踏まえ、本市においては子ども・子育て支援事業計画及び次世代育

成支援行動計画を「子ども・子育て応援プラン」（以下、本計画）として一体的に策定し、

子育てに関する総合的な計画とします。 
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（２）計画の位置づけ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

本計画は、子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画及び次

世代法に基づく市町村行動計画として位置づけます。 

また、本計画は、第 5 次豊橋市総合計画を上位計画とし、子育て支援の分野に関連す

る施策を体系化したものであり、「豊橋市母子保健推進計画」「豊橋市障害者福祉計画」

「豊橋市男女共同参画行動計画」などの諸計画との整合および連携を図りながら、この

計画における個々の施策を推進していきます。 
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（３）計画期間 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

子ども・子育て支援法において、市町村は平成 27 年度から５年を１期とした事業計

画を定めるものとしています。また、次世代法においても、市町村行動計画は平成 27

年度から５年を１期として５年ごとに策定するものとしています。そのため、本計画は

平成 27 年度から平成 31 年度までを計画期間とします。 

 

 
 

 

 
平
成
22
年
度 

平
成
23
年
度 

平
成
24
年
度 

平
成
25
年
度 

平
成
26
年
度 

平
成
27
年
度 

平
成
28
年
度 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

平
成
31
年
度 

子ども・子育て

支援事業計画 
 

    

 

策定 

     

次世代育成支援

行動計画 

  

 

 

  
 

 

改訂 

     

 

 

 

 

子育て応援プラン 

後期計画 

 
 

 

「子ども・子育て応援プラン」 
として本計画で一体的に策定 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

7 

第２章 子育てをとりまく環境 

１ 人口の推移と少子化の動向 

（１）人口の推移と世帯構成 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   

■人口が増加から減少に転じました 

 

平成 26 年 4 月 1 日現在の豊橋市の人口は 378,905 人となっています。 

人口の推移を前 5 年対比でみると平成 21 年まで緩やかに増加していましたが、平

成 26 年では減少しており、今後も減少が見込まれています。 

人口ピラミッド＊(性別年齢別人口分布)の形態は、平成７年には｢つりがね型｣に近い

形でしたが、平成 26 年には 60～64 歳と 40～44 歳を中心とした 2 つの膨らみを

持つ｢ひょうたん型 ｣ により近い形となっています。40～44 歳をピークに若年にな

るにつれ次第に減少しており、少子化傾向が続いていることがここからも伺えます。 

 

 

 

 

【 人口の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 
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【 人口ピラミッド（性別年齢別人口分布） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」ただし、平成 26年は住民基本台帳（4月 1日現在） 
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（２）少子化の状況 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■子どもの数が減っています 

少子化の進行は、本市の 0～17 歳の児童人口が減少していることや、出生数が平成

19 年以降減少傾向にあることからも伺えます。 

また、合計特殊出生率は、本市、全国、愛知県ともに微増傾向にありますが、長期的

に人口を維持できる水準とされる 2.07 前後とは大きくかけ離れており、人口減少、少

子化が進んでいることを示しています。 
 
 

【 児童人口の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 

 

 

【 出生数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳 
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【 合計特殊出生率の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国、愛知県は厚生労働省「人口動態統計」、豊橋市は健康政策課 
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（３）未婚率等の状況 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■晩婚・晩産化が進んでいます 

本市における 20～49 歳の未婚率＊をみると、男女ともに上昇しています。特に女性

の 25～29 歳、30～34 歳、35～39 歳は、平成 7 年から平成 22 年にかけて、いず

れも 10 ポイント以上の増加となっており、女性の晩婚化が著しく進んでいることが分

かります。 

全国の平均初婚年齢の年次推移をみると、平成 15 年の男性 29.4 歳、女性 27.6 歳

から平成 24 年には男性 30.8 歳、女性 29.2 歳となっており、男性で 1.4 歳、女性で

1.6 歳上昇しています。 

同時に、出生順位別にみた母親の平均年齢の年次推移をみても、第１子を産むときの

平均年齢は、平成 15 年の 28.6 歳から平成 24 年には 30.3 歳へと 1.7 歳上昇してお

り、晩婚化と晩産化を表しています。 
 

【 未婚率の推移（女性） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 未婚率の推移（男性） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 

 

7.5 4.6

46.4

20.8

10.1
5.6 7.2

11.3

82.4

41.3

14.5

84.2

14.5

25.6

52.3

84.0

51.9

85.7

18.0
28.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～49歳

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（％）

0.0

100.0

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～49歳

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 10.0

64.7

23.8
16.0 19.1

24.2

12.7
20.6

33.4

62.5

90.7

39.2

91.3
91.5

67.8

44.1

29.5

44.8
33.6

91.8

67.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～49歳

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（％）

010,000

平 成 21 年 23 年 25 年 27 年 29 年 31 年

020,000

０～14歳 15～64歳 65歳以上

0.0

100.0

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～49歳

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 10.0



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

12 

平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年

29.4 29.6 29.8 30.0 30.1 30.2 30.4 30.5 30.7 30.8

27.6 27.8
28.5

29.0 29.2

28.228.0
28.828.628.3

22

24

26

28

30

32

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

（歳）

男性 女性

平
成

24
年 

 

平
成

23
年 

 

平
成

22
年 

 

平
成

21
年 

 

平
成

20
年 

 

平
成

19
年 

 

平
成

18
年 

 

平
成

17
年 

 

平
成

16
年 

 

平
成

15
年 

 

【 平均初婚年齢の年次推移（全国） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

【 出生順位別にみた母親の平均年齢（全国） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（４）外国人市民の状況 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■人口、世帯ともに減っています 

外国人市民は平成 26 年 4 月 1 日現在で 13,778 人となっています。平成 21 年か

らの外国人市民世帯の状況等をみると、人口、世帯ともに減少しており 0～17 歳の人

口も、同様に減少しています。 
 

 

【 外国人市民世帯の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 

 

 

 

【 外国人児童人口の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 
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２ 就労の状況 

（１）年齢別就業率 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■20歳代後半から 30歳代前半の女性の就業率が伸びています 

女性の年齢別就業率＊をみると、本市においても全国と同様に女性労働力の特徴であ

るＭ字型カーブを描いています。この現象は、結婚・出産・育児の期間は仕事を離れて

家事や育児に専念し、子育てが終了した時点で再就職するという日本の女性のライフス

タイルの現れです。Ｍ字型カーブの形状の変化に注目すると、平成 7 年と平成 22 年の

比較では、共に 30～34 歳がＭ字型カーブの谷にあたっていますが、平成 22 年では谷

にあたる部分が緩やかになって台形に近づいており、20 歳代後半から 30 歳代前半の

働いている女性が増えています。 

また、男性の年齢別就業率を見ると、女性のようなＭ字型カーブはありませんが、平

成7年と比べ平成22年は厳しい経済状況からほとんどの年代で就業率が下がっており、

特に 20 歳代の低下が顕著です。 
 

【 女性の年齢別就業率の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 男性の年齢別就業率の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：総務省「国勢調査」 
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（２）就業時間 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■女性は短期間・短時間労働が多い傾向にあります 

働く人の年間就業日数をみると、女性は男性に比べ、250 日以上就業の割合が低く、

200 日未満就業の割合が高くなっています。また、１週間の労働時間も、200 日未満、

200～249 日、250 日以上のいずれの区分においても、男性より女性の方が短い傾向

があります。 
 

【 就業日数別就業者数 】 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「就業構造基本調査」（平成 24年） 

 

【 就業日数・就業時間別就業者数（時間/週） 】 
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資料：総務省「就業構造基本調査」（平成 24年） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

15時間未満 15～29時間 30～45時間 46～59時間 60時間以上

0.0
100.0

全就業者 女性就業者

15時間未満 15～29時間 30～45時間 46～59時間 60時間以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15時間未満 15～29時間 30～45時間 46～59時間 60時間以上

0.0
100.0

全就業者 女性就業者

15時間未満 15～29時間 30～45時間 46～59時間 60時間以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15時間未満 15～29時間 30～45時間 46～59時間 60時間以上

0.0
100.0

全就業者 女性就業者

15時間未満 15～29時間 30～45時間 46～59時間 60時間以上
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３ 子育てに関する保護者の意識 

平成 25 年 10 月、子育て家庭の状況や子育て支援事業へのニーズ、子育てに関する

意識を把握するため、０歳から 11 歳までの子どもを持つ保護者に対し「豊橋市子ども・

子育て支援に関するニーズ調査」を行いました。 

 

【 調査の概要 】 

調査対象 有効回収数 有効回答率 

０歳から 11歳の子どものいる世帯･･･12,000世帯 

就学前児童･･･6,000世帯 

就学児童･････6,000世帯 

  

5,204票  就学前児童･･･2,624票 

就学児童･････2,580票 
43.4% 

 

（１）子どもの数について ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■理想とする子どもの数と実際（予定を含む）の数 

出産や子育てに関する意識については、理想とする子どもの数では就学前児童・就学児

童を持つ保護者ともに「2 人」または「３人」と回答している割合がいずれも 45％前後で

あるのに対し、実際の子どもの数（予定を含む）では、「２人」が約 50％と最も多く、次

いで就学前児童では「1 人」が 25％、就学児童では「3 人」が 23.3%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ％ 

１人 

２人 

３人 

４人 

５人以上 

無回答 

2.5 

45.3 

44.5 

4.0 

1.0 

2.7 

2.8 

42.8 

46.2 

4.6 

1.2 

2.4 

0 20 40 60 80 100 

【理想とする子どもの数】 

 

【実際（予定）の子どもの数】 

  ％ 

１人 

２人 

３人 

４人 

５人以上 

無回答 

25.0 

52.2 

17.7 

2.1 

0.3 

2.8 

17.8 

51.2 

23.3 

4.1 

0.7 

3.0 

0 20 40 60 80 100 

上段 ：就学前児童 

下段 ：就学児童 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

17 

 

■子どもの数が理想よりも少ない理由 

実際の子どもの数が理想より少ない理由としては、就学前児童、就学児童ともに「子

育てや教育にかかる費用が大きい」が最も多く、経済的な不安から理想より少ない子ど

もの数になっています。次いで、「仕事と育児の両立が難しい」と答える割合が高く、子

育てしながら働く環境の整備が求められていることがわかります。また、「高年齢や健康

などの問題で出産が難しい」と答える割合も高くなっており、これについては平成 20

年度の調査時よりも就学前児童で 6.0 ポイント、就学児童では 10.6 ポイント上昇して

います。 

 

 

 

 

 

 ％

子育てや教育にかかる費用
が大きい

仕事と育児の両立が難しい

住宅が狭い

子どもを育てるには生活環
境が悪い

教育・保育サービスが十分
ではない

育児の身体的、精神的負担
に耐えられない

子育てよりも自分たちの生
活を楽しみたい

配偶者や家族が子どもをあ
まり好きではない

子育てを手助けしてくれる
人がいない

高年齢や健康などの問題で
出産が難しい

子どもの将来の環境に不安
がある

その他

無回答

62.9

30.1

14.9

5.0

8.5

12.7

3.4

1.8

14.6

26.3

12.5

22.5

3.0

63.8

33.2

12.7

5.0

7.0

11.3

3.5

3.3

17.2

35.1

13.1

17.0

2.6

0 20 40 60 80 100

上段 ：就学前児童 

下段 ：就学児童 
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（２）子育てに関する相談について ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■気軽に相談できる人と、その相談先について 

    子育てに関して何らかの不安を抱える保護者は多いですが、子育て（教育を含む）をす

る上で気軽に相談できる人がいるかどうかについては、就学前児童、就学児童ともに 90％

以上となっており、その相談先としては、配偶者や祖父母等の親族、友人や知人を挙げる

割合が最も高くなっており、身近な所で相談できていることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

7.2

0.5

0.7

94.9

92.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる／ある いない／ない 無回答

4.6

7.2

0.5

0.7

94.9

92.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる／ある いない／ない 無回答

4.6

7.2

0.5

0.7

94.9

92.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる／ある いない／ない 無回答

就学前児童

就学児童

4.6

7.2

94.9

92.1

0.5

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【相談できる先（就学前児童）】 

 

【相談できる先（就学児童）】 

 

【相談できる人について】 

 

 【就学前児童】
％

配偶者

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

職場の人

園や学校の保護者仲間

園や学校の先生

医師・看護師・栄養士

保健所こども保健課（旧母
子保健センター）

子育てサークルや子育て中
の仲間

地域の民生・児童委員、主
任児童委員

子育て支援団体

子育て支援SNS

つどいの広場

子育て支援センター

ここにこサークル

こども未来館の子育てプラ
ザ

市役所の家庭児童相談室

市役所の母子自立支援員

児童相談センター

民間の電話相談

その他

無回答

82.4

85.6

75.4

15.0

22.0

26.5

30.4

6.5

4.2

7.1

0.2

0.3

1.2

1.8

2.3

1.8

1.3

0.2

0.0

0.3

0.1

1.0

0.0

0 20 40 60 80 100

【就学児童】
％

配偶者

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

職場の人

学校の保護者仲間

学校の先生

医師・看護師・栄養士

子育てサークルや子育て中
の仲間

地域の民生・児童委員、主
任児童委員

子育て支援団体

子育て支援SNS

市役所の家庭児童相談室

市役所の母子自立支援員

教育会館の教育相談

児童相談センター

民間の電話相談

その他

無回答

73.5

74.6

71

16.5

28.3

37.7

18.8

4.9

3.1

0.2

0.4

0.6

0.5

0.2

0.7

0.8

0.2

1.8

0.3

0 20 40 60 80 100

※ 
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（３）子育て全般について ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■子育てに関する不安について 

子育てに関する不安では、就学前児童、就学児童ともに子どもの教育（学力、しつけ）

に不安を感じる保護者や、経済的な負担を感じる保護者の割合が高くなっています。ま

た、就学前児童では「子どもの病気や発育・発達に不安がある」、「子どもの食事や栄養

に不安がある」と答える割合がいずれも 30％前後となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ％

子どもの病気や発育・発達
に不安がある

子どもの食事や栄養に不安
がある

子どもの教育（学力、しつ
け）に不安がある

子どもの友だちづきあいに
不安がある

配偶者の協力が少ない

配偶者と子育ての意見が合
わない

子育てにかかる経済的な負
担が大きい

子育ての大変さを身近な人
が理解してくれない

配偶者以外に子育てを手
伝ってくれる人がいない

地域の子育て支援サービス
の内容や利用・申込方法が
よくわからない

住宅が狭い

転入等で子育て支援サービ
ス、相談先がわからない

近くに子どもの遊び場がな
い（公園や児童館など）

その他

不安や負担などは感じない

無回答

30.0

29.0

50.7

27.4

12.0

6.7

39.3

5.4

11.3

13.0

11.2

1.9

20.5

3.9

7.4

1.4

18.6

13.6

49.0

31.7

12.8

7.7

46.6

5.1

9.5

7.2

9.3

1.0

20.3

4.1

7.9

2.4

0 20 40 60 80 100

上段 ：就学前児童 

下段 ：就学児童 
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■子育てをする上での母親、父親それぞれの気持ちや体調について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童】

子育てによる身体の疲れが大
きい

子育てによる精神的な疲れや
ストレスが大きい

子どもを虐待しているのでは
ないかと思うときがある

子どもとの時間を十分にとれ
ない

自分のやりたいことが十分に
できない

何もやる気が起こらないこと
がある

子育てに不安や負担を感じる

子育ての方法がよくわからな
い

子どもとの接し方に自信が持
てない

31.4

11.0

15.3

20.8

47.1

29.8

27.6

24.6

10.9

33.4

52.2

56.9

60.5

23.5

44.8

38.0

40.9

67.1

33.8

35.4

26.2

17.3

28.1

24.0

32.9

33.2

20.7 1.3

1.3

1.5

1.4

1.3

1.4

1.6

1.4

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

【就学児童】

子どもとの時間を十分にとれ
ない

自分のやりたいことが十分に
できない

何もやる気が起こらないこと
がある

子育てに不安や負担を感じる

子育ての方法がよくわからな
い

子どもとの接し方に自信が持
てない

子育てによる身体の疲れが大
きい

子育てによる精神的な疲れや
ストレスが大きい

子どもを虐待しているのでは
ないかと思うときがある

28.6

10.1

11.8

26.4

34.9

32.8

17.6

21.9

8.6

39.1

58.8

62.0

55.1

38.7

43.0

53.4

47.7

70.0

30.2

28.9

24.0

16.6

24.3

22.2

26.7

28.3

19.3 2.1

2.1

2.3

2.0

2.1

1.9

2.2

2.2

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

【母親（就学前児童）】 

 

【母親（就学児童）】 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0
0.5
1
1.5

そう思う そう思わない どちらとも言えない 無回答 系列5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0
0.5
1
1.5

そう思う そう思わない どちらとも言えない 無回答 系列5
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【就学前児童】

子どもとの時間を十分にとれ
ない

自分のやりたいことが十分に
できない

何もやる気が起こらないこと
がある

子育てに不安や負担を感じる

子育ての方法がよくわからな
い

子どもとの接し方に自信が持
てない

子育てによる身体の疲れが大
きい

子育てによる精神的な疲れや
ストレスが大きい

子どもを虐待しているのでは
ないかと思うときがある

16.7

13.6

8.8

48.3

32.1

13.2

8.7

6.1

48.6

49.3

60.5

23.9

32.6

57.9

60.9

63.7

76.7

24.3

26.8

20.2

17.5

24.9

18.4

19.8

19.7

10.0

10.6

10.5

10.5

2.8

10.5

10.4

10.3

10.5

10.3

10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【就学児童】

子育てによる身体の疲れが大
きい

子育てによる精神的な疲れや
ストレスが大きい

子どもを虐待しているのでは
ないかと思うときがある

子どもとの時間を十分にとれ
ない

自分のやりたいことが十分に
できない

何もやる気が起こらないこと
がある

子育てに不安や負担を感じる

子育ての方法がよくわからな
い

子どもとの接し方に自信が持
てない

12.7

10.7

8.2

44.5

24.1

13.6

4.7

4.5

54.9

54.6

62.7

28.5

45.0

56.3

70.5

68.4

75.6

21.1

23.4

17.8

15.6

19.5

18.5

13.4

15.7

9.7

11.3

11.3

11.3

11.4

11.4

11.6

11.4

11.4

11.4

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てをする上での母親、父親の意識については、父親と母親の間で相違が見られま

す。母親は、「自分のやりたいことが十分にできない」と答える割合が就学前児童、就

学児童ともに最も高くなっています。次いで、「子育てに不安や負担を感じる」「何もや

る気が起こらないことがある」がいずれも 30％前後となっています。また、特に就学

前児童の母親では、おおむね 4 人に 1 人が子育てによる身体の疲れや精神的な疲れ・

ストレスを訴えています。一方で父親は、「子どもとの時間を十分に取れない」と答え

ている割合が最も高くなっています。このことから、子育ては主に母親が中心となって

おり、父親は子育てより仕事を優先せざるを得ない傾向が続いていることが分かります。 

【父親（就学前児童）】 

 

【父親（就学児童）】 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0
0.5
1
1.5

そう思う そう思わない どちらとも言えない 無回答 系列5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0
0.5
1
1.5

そう思う そう思わない どちらとも言えない 無回答 系列5
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■豊橋は子育てをする上で住みよいまちだと思うか 

豊橋は子育てをする環境としてどのように感じているかについて、「子育てする上で住

みよい」と思う割合は、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」を合わせて就学前児

童では 72.0％、就学児童では 67.4%となっています。平成 20 年度の調査では、就学前

児童では 62.3%、就学児童では 65.1%となっており、特に就学前児童を持つ保護者の満

足度が上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

％

そう思う

どちらかと言えばそう思う

どちらかと言えばそう思わ
ない

そう思わない

わからない

無回答

18.6

53.4

6.4

4.3

16.0

1.3

14.8

52.6

8.5

5.3

2.8

16.0

0 20 40 60 80 100

上段 ：就学前児童 

下段 ：就学児童 


